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第１節 高齢者のいきがいづくり 

【現状と課題】 

平成27年に65歳を迎えた団塊の世代が、要介護認定率の高い後期高齢者となる平成37

年を間近に控えた時代となりました。 

高齢化率はもとより、高齢者数もますます増加する社会において、高齢者が住み慣れ

た地域や家庭で、健康で生き生きと自立した生活を送ることができるようにするために

は、一人ひとりの高齢者がいきがいを持ち、培われた知識、経験、技能を活かした社会

参加を促す必要があり、このことが活力ある高齢社会の構築につながります。 

平成26年5月に実施した第六期計画策定のためのアンケート調査のなかでは、一般高齢

者に対するアンケートの「会・グループ等への参加状況」について、“町内会・自治会”

に6割弱の参加、“趣味関係のグループ”には4割強、“ボランティアのグループ”へは約2

割の方が参加しているという結果となっています。 

そのため、町内会や老人クラブ等での交流機会の促進をはじめ、趣味活動・スポーツ

活動・学習活動等を通じたいきがいづくりの促進、社会貢献活動等を通じたいきがいづ

くりの機会の提供、さらには、積極的な就労支援など、高齢者がいきがいを持って生活

できる環境づくりを推進し、より多くの高齢者が、主体的に社会参加できるよう支援し

ていくことが必要です。 

 

１ 交流機会の促進 

(1) 老人クラブの育成 

① 身近な地域における高齢者相互の交流と社会参加の機会を拡充するため、老人クラ

ブへの加入促進活動を支援しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

単位老人クラブ 
クラブ数 156 クラブ 148 クラブ 

会員数 7,930 人 7,424 人 

② 家に閉じこもりがちなひとり暮らしの高齢者等を対象に訪問し、高齢者の孤独感や

不安感の解消につながる老人クラブの友愛訪問活動を支援しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

友愛訪問活動 
延回数 20,054 回 18,307 回 

延人数 27,860 人 25,925 人 

 

(2) 社会参加の促進 

① 高齢者の健康づくりといきがいづくりを支援し、積極的な社会参加、道路交通の安

全確保及び環境負荷の低減を促すため、公共交通機関であるバスによる外出支援を進

めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

高齢者バス無料乗車証 

交付者数 
20,471 人 22,148 人 



- 3 - 

② 高齢者の豊富な知識や技術を活かして、懐かしい遊び教室、園芸などのイベントを

通し世代間交流や地域交流の推進を図っています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

世代間交流事業 59回 62 回 

③ 高齢者の健康づくりといきがいづくりを推進するため、様々なボランティア活動や

研修会を支援し、社会参加の促進に努めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

地域環境美化 

活動延人数 
149 人 140 人 

各種研修会参加人数 754 人 697 人 

老人専用バスの利用回数 86 回 84 回 

 

(3) 生涯学習の推進 

① いきがいづくりや仲間づくり、情報社会への適応などのための学習の場と機会を提

供するため、高齢者学級の開講やその修了者による地域の自主グループの支援に努め

ています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

高齢者学級生徒数 158 人 166 人 

わかば会会員数 763 人 739 人 

② 豊富な知識、経験、技術を活かしながら社会参加ができるよう、高齢者の地域ボラ

ンティア活動などの奨励に努めるとともに、世代間交流を進めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

高齢者いきいきふれあい館

「まちなか」利用延人数 
― 3,362 人 

③ 高齢者の自主的な文化活動を進めるために、芸術文化の鑑賞機会や文化活動の発表

機会を充実するとともに、日々の生活に運動が取り入れられるよう、スポーツ活動に

親しむ機会を充実しています。 

 

 (4) 交流機会の場の提供 

① 高齢者・障害者・福祉団体等の活動の場である「グリーンプラザ」や、高齢者が利

用できる高齢者活動室・多目的活動室を備えた「市民活動交流センター」等、高齢者

が、より交流しやすい環境づくりを進めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

グリーンプラザ 

利用延人数 
140,095 人 135,420 人 

市民活動交流センター

利用延人数 
17,833 人 17,323 人 

地域交流

サロン 

利用延人数 22,325 人 21,571 人 

数 30ヶ所 30 ヶ所 
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② 高齢者が、学校において児童・生徒との交流や学校支援等の活動に参加しやすい環

境づくりを進めています。 

 

２ 就労の場の確保・拡大 

(1) 雇用就業機会の確保・拡大 

高齢者が長年培った知識・経験・技術を活用することは、働き続けたいという高齢

者の希望を満たすほか、社会の活力を維持するためにも不可欠です。経済的な理由だ

けでなく、健康づくりやいきがいづくり、社会貢献を兼ねて臨時的、短期的な働き方

を望む人も多いことから、多様な就業ニーズと就労の場を結びつけるため、シルバー

人材センターの事業運営を支援しています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

シルバー人材

センター 

会員数 703 人 664 人 

受注件数 6,246 人 5,965 人 

 

(2) 相談･斡旋機能との連携 

高齢者の就労促進を通じた生涯現役社会をめざすため、公共職業安定所等関係各機

関と連携を図りながら高齢者の就労支援に努めています。 
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第２節 健康づくりの推進 

【現状と課題】 

社会環境の変化により、食生活・喫煙・飲酒・運動不足などの生活習慣に起因したが

んや心臓病、脳卒中などの生活習慣病や、ストレスなどによるこころの病などが増加し

ています。 

本市においても、第二期けんこう帯広 21（健康増進計画）策定時の調査で、糖尿病や

がんなど生活習慣病やこころの病などが課題となっており、高齢期においてもこれらの

発症を予防し、生活の質（ＱＯＬ）を維持し、生涯にわたっていきがいを持ち、健康で

自立して暮らすことができる環境づくりが重要です。 

高齢期の健康面における特徴は、社会的には、人生の完成期で余生を楽しみ、豊かな

収穫を得る時期です。一方、身体的には老化が進み、健康問題が大きくなります。健康

づくりにおいては、健康診査や保健指導、各種がん検診、健康教育などの積極的な活用

による疾病の発症予防、早期発見・早期治療に加え、適切な受診や治療により重症化を

予防する必要があります。   

また、関係団体等との連携により自主的な健康づくりを担う人材育成を推進するなど、

高齢者の主体的かつ継続的な健康づくりの取組を支える環境の充実を図る必要がありま

す。 

 

 

１ 疾病予防対策の充実 

(1) 各種健診・がん検診などの実施 

① 特定健康診査 

糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化の予防に努めています。 

項 目 
平成 27年度 平成 28年度 

計画 実績 計画 実績 

受診率 47.0% 32.6% 53.0% 32.0% 

 ※平成 28年度については暫定値（平成 30年 1月確定） 

② 特定保健指導 

特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導を実施し、内臓脂肪症候群（メタボ

リックシンドローム）の該当者・予備群の減少に努めています。 

 ※平成 28年度については暫定値（平成 30年 1月確定） 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

指導率 10.6% 12.3% 

 ※平成 28年度については暫定値（平成 30年 1月確定） 

③ 骨粗しょう症検診 

骨粗しょう症の早期発見・早期治療につなげるとともに、骨粗しょう症予防に関

する正しい知識の普及・啓発を行っています。 
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項 目 平成 27年度 平成 28年度 

受診数 137人 132人 

④ 各種がん検診 

胃がん・肺がん・子宮がん・乳がん・大腸がんなどの各種がん検診を実施し、が

んの早期発見・早期治療に努めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

平均受診率 27.8% 29.6% 

(2) 高齢者に対する予防接種の推進 

高齢者に対する肺炎やインフルエンザの感染を防ぎ、重症化の予防に努めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

接種者数 
インフルエンザ 19,662 人 20,405 人 

肺炎球菌 3,741 人 3,914 人 

 

 

２ 健康づくりの推進 

(1) 健康づくりの充実 

食生活や運動、休養など健康づくりの知識の普及・啓発を図るほか、生活習慣病予

防やこころの健康に関する活動のわかりやすい情報発信、相談活動などに取り組みま

す。 

① 健康教育 

町内会や婦人会、企業などを対象に、食生活や運動、生活習慣病やがん検診、こ

ころの健康などに関する講話や実技を、地域に出向き行います。 

また、実施にあたっては、地域包括支援センターや、様々な職種と連携しながら

実施しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

出前健康講座 
実施件数 156 件 176 件 

参加延人数 4,600 人 4,556 人 

② 健康相談 

電話相談や来所相談などで、健診結果や生活習慣改善など健康づくりに関する相

談や、ストレスや不安などこころの健康に関する相談に応じています。 

 

③ 訪問指導 

保健師等が、訪問により健康問題を総合的に把握し、必要な保健指導を行ってい

ます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

訪問件数 81件 136 件 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

保健師による健康相談 935人 825 人 

心理相談員による心理相談 1人 0 人 
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④ ボランティアの養成と育成 

食生活改善推進員や健康づくり推進員などのボランティアを養成し、保健事業へ

の参画など、地域活動へと展開するための支援を行っています。 

 

 

 (2) 身体活動・運動の推進 

身体障害などにより生活機能の低下がみられる方を対象に、日常生活の自立や健康

の保持・増進、社会参加の推進を図る身体障害者体力向上トレーニング事業を行って

います。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

実施回数 243 回 234 回 

登録人数 115 人 102 人 

 

  

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

食生活改善推進員 

養成数 
9人 14 人 

健康づくり推進員 

養成数 
13 人 6 人 
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第３節 介護予防の推進 

【現状と課題】 

これまで、介護予防においては、全ての 65歳以上の方が日常生活において自ら介護予

防を実施していくために普及・啓発を図るための「介護予防一次予防事業」と、要支援・

要介護となるおそれの高い方が早期に介護予防に取り組むための「介護予防二次予防事

業」を実施してきました。 

今後は、介護予防で得られた活動的な状態を維持するため、自主サークル等の通いの

場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、介護予防に取り組む

高齢者が増加するよう身近な地域に住民主体の通いの場を充実させる等、介護予防事業

の機能強化を図る必要があります。 

平成 29 年 4 月から新たな介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）へ移行し、

専門的なサービスに加え、健康な高齢者を含む地域住民やＮＰＯなど多様な主体による

新たなサービスの提供について検討を行い、要支援認定者に必要なサービス及びその提

供体制の整備を進めています。 

 

１ 一般介護予防事業 

(1) 介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する知識を普及・啓発するためのパンフレットを作成・配布するとと

もに歯科衛生士や栄養士等の講話のほか、住民が自主的に活動できる場を充実させ主

体的な活動を推進しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28 年度 

講演会等 
開催回数 124回 333 回 

参加延人数 3,253 人 4,828 人 

相談会等 
開催回数 15回 34 回 

参加延人数 162人 259 人 

運動教室等 
開催回数 385回 503 回 

参加延人数 3,262 人 2,560 人 

 

(2) 地域介護予防活動支援事業 

住民主体の通いの場が継続的に拡大していくように、介護予防に関するボランティ

ア等の人材養成や育成のための研修等を実施します。また、介護予防に資する地域活

動組織の育成や支援を行っています。 

項 目 平成 27年度 平成 28 年度 

ボランティア育成

のための研修会等 

開催回数 121 回 120 回 

参加延人数 1,588 人 1,390 人 

地域活動組織への 

支援・協力等 

開催回数 493 回 735 回 

参加延人数 7,860 人 7,324 人 

高齢者いきいきふれあい館「まち

なか」ボランティア登録者数 
― 104 人 
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(3) 介護予防把握事業 

基本チェックリスト実施の情報等から生活機能の低下の恐れがある対象者を把握し、

介護予防に資する活動へつなげています。 

項 目 平成 27年度 平成 28 年度 

基本チェックリスト実施数 599 人 1人 

（旧二次予防事業対象者数） 599 人 1人 

運動器の機能 

向上プログラム 

（旧二次予防事業） 

実施場所数 50か所 

（未実施） 実施回数 798 回 

参加実人数 559 人 

  ※平成 28年度より事業内容変更 

 

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、

住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進しています。 

 

(5) 一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の改善を図っています。 

 

 

２ 介護予防・生活支援サービス事業 

これまでの介護予防給付の利用実績・見込みや要介護認定者の伸びなどの状況を勘案

し、専門的なサービスに加え、健康な高齢者を含む地域住民やＮＰＯなど多様な主体に

よる新たなサービス提供について検討し、高齢者の自立した生活を支援するためのサー

ビス提供や事業の充実に努めています。 

 

(1) 訪問型サービス事業 

① 訪問介護支援サービス事業（てだすけサービス／訪問型サービスＡ相当） 

在宅での日常生活に支障のある方を基本チェックリストで選出し、身体の介助や

日常生活の援助を受けることにより、能力に応じ、自立した生活を送ることができ

るよう、サービス提供体制の整備を行っています。 

② 住民提供訪問支援事業（つながりサービス／訪問型サービスＢ相当） 

訪問介護支援サービス事業の対象とならない方や対象とならないサービス内容に

ついて、住民ボランティアをはじめとした地域住民主体の自主活動を活用し行う生

活援助等を支援できる体制の整備を行っています。 

③ 専門的短期集中訪問支援事業（訪問型サービスＣ相当） 

口腔機能や栄養等で問題があり専門的な対応が必要な方に対し、歯科衛生士や栄

養士等の専門職が短期的に支援を行い状態の改善行える事業の充実に努めます。 
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(2) 通所型サービス事業 

① 通所介護支援サービス事業（ふれあいサービス／通所型サービスＡ相当） 

在宅で生活している方が心身機能の維持向上のためデイサービス等で日常生活訓

練などを受けることにより、孤立感が解消されるとともに、能力に応じ、自立した

生活を送ることができるよう、サービス提供体制の整備を行っています。 

② 住民提供通所支援事業（通所型サービスＢ相当） 

住民ボランティアをはじめとした地域住民主体の自主活動を活用し、今後、住み

慣れた地域の福祉センターのほか学校等で行われる通いの場を充実させることで、

自立支援だけでなく、生きがい・役割を持って生活できるような居場所と出番づく

りを支援できる体制の整備を行います。 

③ 専門的短期集中通所支援事業（通所型サービスＣ相当） 

口腔機能や栄養等で問題があり専門的な対応が必要な方に対し、歯科衛生士や栄

養士等の専門職が短期的に支援を行い、心身の状態の改善を行える事業の充実に努

めます。 

項 目（旧二次予防事業） 平成 27年度 平成 28年度 

栄養改善ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 参加実人数 3人 0人 

口腔機能の向上 

プログラム 
参加実人数 37人 1人 

    ※平成 28年度より事業内容変更 

 

(3) 介護予防ケアマネジメント事業 

対象者の状態や置かれている環境等に応じて、現在の状態にあったふさわしいサ

ービスが選択できるようにすることで、本人が自立した生活を送ることができるよ

うなケアプランを作成し、在宅生活が継続できるよう支援します。 
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第４節 在宅サービスの充実 

【現状と課題】 

第六期計画策定時に実施したアンケート調査によると、要介護高齢者を対象とした「在

宅サービス利用者が今後、介護を受けたい場所」についての質問では、「可能な限り、自

宅で介護を受けたい」（61.0％）が最も多い結果であり、高齢者になっても、また、介護

が必要な状態になってもできる限り住み慣れた家庭や地域で自立した生活を継続するこ

とを望まれていることが分かっています。 

高齢者単身世帯や高齢者の夫婦のみ世帯、認知症の高齢者が増加する中、高齢者が地

域で生活を継続するためには、多様な生活支援ニーズがあり、多様なサービスを地域で

整備していくことが求められています。 

本市においても、社会福祉法人、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の生

活支援を担う事業主体の支援体制の充実・強化を図り、多様な生活支援サービスが利用

できるような地域づくりを推進しています。 

また、介護サービス基盤の整備については、住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れるよう地域密着型サービスの整備を推進していきます。 

 

 

１ 総合的な相談体制の整備 

(1) 総合相談体制の充実 

① 総合相談窓口や地域包括支援センター等において、高齢者の個々のニーズに合った

介護、保健、福祉、医療等にかかわるサービスの総合的な相談、調整、指導を推進し

ています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

総合相談窓口・保健福祉 

センター相談窓口受理件数 
34,634 件 34,770 件 

地域包括支援センター・在宅介

護支援センター相談受理件数 
13,528 件 13,779 件 

ひとり暮らし高齢者 

登録者数 
2,228 人 2,180 件 

 

 (2) 日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域や在宅での生活を継続していくためには、在宅サービス利

用者の生活圏域ごとに、24時間切れ目のないサービスを総合的・包括的に提供できる

体制整備が必要です。 

そのため、これまでの市内全域を想定したサービス提供体制の整備に加え、身近で

地域の特性に応じた多様なサービスの提供が可能な「地域密着型サービス」の整備が

重要となっています。 

地域密着型サービスの整備は、市内 8 つの日常生活圏域ごとの状況やバランスを考

慮して進めていきます。 
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(3) 地域包括支援センターの充実 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおける中核的機関として期待さ

れていることから、地域包括支援センターを統括する機関である地域包括支援総合セ

ンターにおいて地域包括支援センター間の連携や情報交換・情報共有を行い、現状の

課題や今後求められる役割を勘案しながら、地域包括支援センターの機能強化に向け

て取組を進めます。 

より身近な相談体制の構築を進めるとともに、高齢化の進行それに伴う相談件数の

増加、新たな業務等に対応するため、地域包括支援センターに対する人員の適切な配

置のほか、地域の中で認知症等機能強化型の地域包括支援センターを位置づけるなど、

役割に応じた人員体制の強化や地域包括支援センター間の役割分担・連携を強化し、

効果的かつ効率的な運営を目指します。 

また、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツールと位置づけられている「地

域ケア会議」の「地域ケア個別会議」の開催に取り組み、個別事例の検討を通じて多

職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネットワーク構築につ

なげます。 

① 包括的支援事業の実施及び身近な相談体制の構築 

地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援するため総合相談支援業務、介護予防ケアマネジメント業務、権利擁護業務、

包括的・継続的マネジメント支援業務の4つの業務を地域において、一体的に実施し

ています。 

また、住民等の利便性を考慮し、4か所の地域包括支援センターそれぞれに1か所

ずつサテライトを設けるなど窓口機能の強化を図っています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

介護予防 

ケアプラン 

作成延数 

予防給付 

対象件数 
20,501 件 21,157 件 

権利擁護に関する 

相談受理件数 
177 件 135 件 

ケアマネジャーからの 

相談受理件数 
206 件 236 件 

認知症に関する 

相談対応件数 
973 件 1,545 件 

② 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターへの相談件数は年々増加しており、認知症、精神疾患、虐

待事例などの専門的な知識、技術が必要な相談が増えているほか、今後、在宅医療・

介護の連携強化、認知症施策の推進等を図る中で、それぞれの地域包括支援センタ

ーの役割に応じた適切な人員体制の確保、地域包括支援センター間の役割分担・連

携を強化し、効率的かつ効果的な運営を目指しています。 
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項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

地域包括支援センター 

サテライト拠点数 
2箇所 3 箇所 

地域包括支援センター 

職員数 
26名 26 名 

③ 地域ケア会議の推進 

個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」をコーディネーター中心に地域包括

支援センターが開催し、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより地域課題を発見

し、地域に必要な資源開発や地域づくりにつなげます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

個別ケア会議開催数 

（ケアマネジメント支援会議含む） 
24回 32 回 

圏域ケア会議 4回 7回 

帯広市ネット

ワーク会議 

在宅医療・介護 ― 3回 

生活支援・介護予防 ― 4回 

認知症ケア 6回 1回 

高齢者虐待防止 1回 1回 

 

 

２ 在宅医療・介護サービス 

介護給付（要介護 1～5）や予防給付（要支援 1・2）の介護保険在宅サービス、日常生

活圏域内での地域密着型サービスの提供体制の整備・充実等を図るとともに、医療ニー

ズの高い高齢者に対し、医療や介護サービスを切れ目なく提供するという観点から、看

護小規模多機能型居宅介護や 24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供す

ることにより、医療と介護の連携の強化等に努めています。 

 

(1) 介護給付の充実 

これまでの在宅サービスの利用実績・見込みや要介護者等の伸びなどの状況を勘案

し、要介護者の自立した生活を支援するために介護給付の提供体制の充実に努めてい

ます。 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

在宅での日常生活に支障のある要介護認定者等が、身体の介助や日常生活の援助

を受けることにより、能力に応じ、自立した生活を送ることができるよう、必要な

サービス提供体制の充実に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

訪問介護事業所数 53か所 52 か所 

② 訪問入浴介護 

在宅での入浴が困難な要介護認定者等が、巡回入浴車を利用した入浴介助を受け

ることにより、能力に応じ、自立した生活を送ることができるよう、必要なサービ
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ス提供体制の充実に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

訪問入浴介護事業所数 5か所 4 か所 

③ 訪問看護 

通院が困難な要介護認定者等が在宅で医療的な処置などを受けることにより、健

やかで安心した生活を送ることができるよう、必要なサービスの提供体制の充実に

努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

訪問看護事業所数 14 か所 17 か所 

④ 訪問リハビリテーション 

通院等の困難な要介護認定者等が在宅で機能の維持・回復を図るため理学療法等

を受けることにより、能力に応じ、自立した生活を送ることができるよう、必要な

サービス提供体制の充実に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

訪問リハビリテーション事業所数 8 か所 7 か所 

⑤ 通所サービス 

ア 通所介護（デイサービス） 

在宅の要介護認定者等がデイサービスセンター等で心身機能の維持・向上のた

め機能訓練などを受けることにより、孤立感が解消されるとともに、能力に応じ、

自立した生活を送ることができるよう、必要なサービス提供体制の充実に努めて

います。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

通所介護事業所数 53 か所 55 か所 

 ※平成 28 年度実績は、平成 28 年 4 月より地域密着型サービスに移行した小規模な

デイサービス（定員 18 人以下）28 か所を含む 

イ 通所リハビリテーション（デイケア） 

在宅の要介護認定者等が介護老人保健施設等で心身機能の維持・回復を図るた

め理学療法等を受けることにより、能力に応じ、自立した生活を送ることができ

るよう、必要なサービス提供体制の充実に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

通所リハビリテーション事業所数 8か所 6か所 

⑥ 短期入所サービス（ショートステイ） 

要介護者等が心身機能を維持し、住み慣れた在宅での生活を継続するために、ま

た、家族の介護負担軽減を図るレスパイトケアを推進するために短期的に介護老人

福祉施設等に入所できるショートステイのサービス提供体制の充実に努めます。 

また、家族の突然の怪我や病気、葬儀等の緊急時に利用できる緊急ショートステ

イのサービス提供体制の充実に努めています。 
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項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

短期入所生活介護事業所数 17 か所 17 か所 

短期入所療養介護事業所数 5か所 5 か所 

⑦ 居宅療養管理指導 

通院等が困難な要介護認定者等が在宅で医師等から心身の状況に応じた療養上の

管理指導を受けることにより、質の高い療養生活を送ることができるよう、必要な

サービス提供体制の充実に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

居宅療養管理指導事業所数 14 か所 11 か所 

⑧ 福祉用具の貸与・購入 

要介護認定者等が心身の状況等に応じた福祉用具の貸与を受けたり、購入したり

することにより、できる限り在宅で自立した生活を送ることができるよう、必要な

サービス提供体制の充実に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

福祉用具取扱事業所数 18 か所 17か所 

⑨ 住宅改修 

要介護認定者等の心身の状態に応じた住宅改修が行われることにより、できる限

り在宅で自立した生活を送ることができるよう、必要なサービス提供体制の充実に

努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

受領委任払登録事業所数 246 か所 264 か所 

⑩ 特定施設入居者生活介護 

要介護認定者等の多様な住まいへのニーズに応じたサービス提供体制の充実に努

めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

特定施設入居者生活介護事業所数 13 か所 12か所 

 

(2) 予防給付の充実 

介護保険法の基本理念である「自立支援」を基本とし、高齢者等が介護の必要な状

態にならずに、可能な限り健康で元気な生活を送ることができるように、心身状態の

維持・改善の見込まれる要支援者への予防給付の提供体制の充実に努めています。 

 

(3) 地域密着型サービスの整備 

「地域密着型サービス」とは、高齢者が要支援又は要介護状態となっても、できる

限り住み慣れた地域で安心して生活が送ることができるよう、サービスの提供を行う

ものです。 

本市においても、日常生活圏域内でサービス提供ができるよう、関係事業者等の協

力を得ながらサービス提供体制の整備・充実に努めています。 
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① 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

6ユニット定員 54人の整備を進めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

整備数 計画なし 西圏域 18人 

② 地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）  

日常生活圏域の 4 圏域に 116床（各 29床）の整備を進めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

整備数 計画なし 
川北圏域 29 人 

南圏域 29人 

③ 小規模多機能型居宅介護 

日常生活圏域の 4 圏域に 4か所（各定員 29人）整備を進めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

整備数 計画なし 

南圏域 29人 

川北圏域 

（看護小規模で整備） 

④ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせた、看護小規模多機能型居宅介

護の提供に努めます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

整備数 計画なし 川北圏域 29 人 

  ※既存の小規模多機能型居宅介護からも１施設（29人）移行 

⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看

護を密接に連携した定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に努めています。 

項 目 平成 27 年度 平成 28年度 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
2か所 2 か所 

 

(4) 在宅医療の充実 

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、医療機関や訪問看護等の在宅医療の充

実とともに、医療と介護の連携強化が重要な課題となります。 

在宅医療においては、医師をはじめ、歯科医師、薬剤師、ケアマネジャー、訪問看

護ステーション、訪問リハビリテーション、生活支援サービス提供者等との連携が必

要になるとともに、市民や関係者の在宅医療に関する理解が大切です。 

本市においては、在宅医療・介護連携に関する協議会を立ち上げ、多職種が協働し

ながら、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅支援の体制を整えます。 
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そのために、次の在宅医療・介護連携推進事業を行っていきます。 

① 地域の在宅医療に関する資源の把握 

② 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応の協議 

③ 在宅医療・介護連携に関する相談の受付等 

④ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

⑤ 在宅医療・介護関係者の研修 

⑥ 24時間 365 日の在宅医療・介護提供体制の構築 

⑦ 地域住民への普及啓発 

⑧ 二次医療圏内・関係市区町村の連携 

 

 

３ 生活支援サービス 

今後、高齢者単身世帯や多様な生活支援を必要とする高齢者の増加が見込まれる一方、

高齢者自身が介護予防や社会参加の観点から自己の能力を活かした生活支援の担い手と

なる可能性があります。本市においては、高齢者の生活支援サービスに対するニーズと

地域資源の把握などのために研究会を立ち上げ、地域包括ケアシステム構築のために必

要な生活支援サービスの在り方と方針を定め、ボランティア等の生活支援の担い手の養

成や、地域資源の開発、ネットワーク化を推進するために生活支援コーディネーターを

配置するなど、生活支援サービスの充実を図ります。 

 

(1) ひとり暮らし等高齢者への支援 

安否確認・見守りサービス等で孤独感の解消を図り、在宅生活が可能となるような

高齢者サービスを推進しています。 

 

(2) ねたきり・認知症高齢者への支援 

理美容サービス等、ねたきり高齢者の在宅支援のサービスを推進しています。 

 

(3) 介護者への支援 

在宅の高齢者を介護する方の心身および経済的負担の軽減を図るためのサービスを

推進しています。 

 

ひとり暮らし等高齢者、ねたきり・認知症高齢者、そして介護者の生活支援を推進

するため、次のサービスの実施に努めています。 

 

① ひとり暮らし高齢者訪問活動事業 

ひとり暮らし高齢者の安否確認と緊急時の速やかな対応を図るために、乳酸菌飲

料の宅配等による訪問活動を行うことにより、ひとり暮らし高齢者の安全な生活の

確保に努めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用人数 761 人 683 人 
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② 高齢者在宅生活援助サービス 

介護保険対象外となる除雪など、軽易な日常生活の援助として低所得者に対する

在宅生活援助事業を行うことにより、在宅高齢者の自立した生活の確保に努めてい

ます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用人数 76人 73 人 

③ 緊急通報システム事業 

日常生活上、注意を要する状態にあるひとり暮らし高齢者等の急病や事故などの

緊急時の対応を図るため、緊急通報装置を設置しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用台数 746件 707 件 

④ 食の自立支援事業（配食サービス） 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの必要な世帯に対して、介護予防の観点から栄

養バランスの取れた食事を提供するとともに、生活習慣病の予防も考慮した配食サ

ービスの提供を行っています。また、配達時に安否確認の対応を行っています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用人数 651 人 610 人 

配食数 102,057 食 95,996 食 

⑤ 短期入所施設利用等移送サービス 

寝たままで乗車できる特殊車両によらなければ移送することができない重度の在

宅ねたきり高齢者等に移送サービスを提供しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用件数 4件 0 件 

⑥ ねたきり高齢者等寝具類クリーニングサービス 

ねたきり高齢者等の清潔で快適な生活環境を維持するため、寝具類クリーニング

サービスの提供を行っています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用延人数 175 人 152 人 

⑦ ねたきり高齢者等理美容サービス 

ねたきり高齢者等の保健衛生の増進を図るため、在宅での理美容サービスの提供

を行います。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用件数 451 件 398 件 

⑧ 家族介護用品支給事業 

在宅の高齢者を介護する方の経済的負担軽減等を図るために、要介護 3 以上の低

所得の方に対して、介護用品と引換えのできる給付券を支給します。 
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項 目 平成 27年度 平成 28年度 

利用人数 141 人 159 人 

⑨ 家族介護者リフレッシュ事業 

在宅で高齢者を介護している家族の心身の負担を軽減するため、介護者相互の情

報交換及び交流等により、介護者の心身の元気回復（リフレッシュ）を図ります。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

実施回数 8 回 8回 

利用人数 98 人 96 人 

⑩ その他のサービス 

高齢者や身体に障害のある方などの状況に応じて、ごみの戸別収集に引き続き取

り組んでいます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

戸別収集登録者数 335 人 355 人 

 

 

４ 住環境の整備 

① 市営住宅においては、高齢者世帯等が安心して住み続けられるようバリアフリー化

やユニバーサルデザインの考え方に基づき、住宅の整備を進めます。 

② 民間活力を活用し、高齢者世帯等の居住のための公的賃貸住宅の整備を進めます。 

③ 高齢者が安心して使えるユニバーサルデザインの居室等の改造を進めるため、「ユニ

バーサルデザイン住宅改造資金補助制度」等の活用を促します。 

④ 市民や関係機関の協力を得ながら、公共建築物をはじめ道路、公園、公共交通機関

等において誰もが安心して利用できる環境の整備の促進を図ります。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

住宅改造資金補助 33 件 35 件 

住宅建設資金貸付件数 4 件 3件 
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第５節 施設サービスの充実 

【現状と課題】 

介護が必要になっても居宅サービスをはじめとする様々な福祉サービスを利用しなが

ら、できる限り住み慣れた地域や環境の中で日常生活を続けることが望ましいものの、

介護の必要性や介護者の有無などの家庭環境などにより、施設サービスの需要も多くみ

られます。 

アンケート調査によると、要介護高齢者を対象とした「在宅サービス利用者の今後の

介護希望場所」についての質問に対して、2 割弱の方が「特別養護老人ホームや老人保

健施設などの介護保険施設に入所したい」と回答しています。 

各種施設の整備状況は、第六期計画ではおおむね達成されていますが、特別養護老人

ホームのように入所希望申込者が依然として多い現状は残されています。 

必要な施設サービスの基盤整備については、広域型の大規模施設の整備を進めつつも

地域密着型の小規模施設整備を重視し拡充を進めます。その際には、日常生活圏域ごと

のバランスや入所希望者の実態、緊急性などを考慮することで、必要量の確保と質の向

上に配慮し、計画的に整備を進めていきます。 

 

１ 介護保険施設等の整備 

高齢者が介護の必要な状態になってもできる限り在宅での生活が継続できるように

「在宅ケア」を推進していくことが必要ですが、中重度者は介護と医療のニーズを併せ

持つ場合も多く、現在の在宅サービスだけでは支えきれない現状があります。 

中重度の要介護者に対しては、心身の状況、生活環境等に応じた適切な施設サービス

の確保が必要となっていますが、住み慣れた地域での居住を望む声が多いことから、第

六期計画においても、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備を進めます。 

また、できる限りリハビリ等による在宅への復帰を促していくため、介護老人保健施

設の整備を進めます。 

 

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 

① 広域型 

既存施設の用途変更により 16床増床します。（短期入所生活介護より転換） 

② 地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 

(2) 介護老人保健施設 

既存施設の改築に伴う増床分について、46床の整備を進めます。 

(3) 介護療養型医療施設 

既存施設の医療療養病床への用途変更により 20 床減床します。 

 

２ 多様な住まいの普及の推進 

民間による有料老人ホームや、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供

する登録住宅であるサービス付き高齢者向け住宅など、多様な住まいの整備を促進して

いきます。 
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【第六期計画における施設等の整備計画】

施設 床数 施設 床数 施設 床数

小規模特養 1 29

(小規模多機能) (1) (29)

小規模特養 1 29

(小規模多機能) (1) (29)

4 西 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 1 18

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 1 18

小規模特養 1 29

(小規模多機能) (1) (29)

老健(新型含む） △1 △54

6 西帯広・開西 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 1 18

小規模特養 1 29

(小規模多機能) (1) (29)

老健(新型含む） 1 100

療養型 減床 △20

8 川西・大正 広域特養 増床 16

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 1 18 2 36

小規模特養 2 58 2 58

(小規模多機能) (2) (58) (2) (58)

広域特養 増床 16

老健(新型含む） 移転増床 46

療養型 減床 △20

特養 ： 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

小規模特養 ： 地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）

老健 ： 介護老人保健施設

老健（新型） ： 介護療養型老人保健施設

療養型 ： 介護療養型医療施設

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ： 認知症対応型共同生活介護

小規模多機能 ： 小規模多機能型居宅介護

7 南

合計

2 川北

3 鉄南

5 広陽・若葉

平成27年度 平成28年度 平成29年度

第六期計画中の整備（予定）
日常生活
圏域名
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第６節 地域で支える仕組みづくり 

【現状と課題】 

第六期計画策定時のアンケート調査の中で、介護保険サービス利用者・未利用者に対

する「特に力を入れるべき高齢者保健福祉施策」についての質問では、最も多かった回

答が「家族の介護負担を軽減するための施策の充実」、次いで「ひとり暮らし高齢者への

支援」であり、「判断能力が低下した場合の支援」や「認知症高齢者への支援」の回答も

多くなっています。 

ひとり暮らし高齢者の増加や核家族化、高齢者の夫婦のみ世帯の増加、そして、認知

症高齢者数の増加が、今後ますます見込まれる中、地域での見守りの必要性が高まって

います。 

疾病や同居者の有無、経済状況の違い等、一人ひとりの高齢者が抱える異なるニーズ

を満たし、すべての高齢者が住み慣れた地域でいきがいを持って生活をしていくために

は、高齢者自らの取組による健康管理等の「自助」はもちろんのこと、介護保険サービ

スや医療保険の「共助」の仕組みと、高齢者保健福祉サービスや生活保護等の「公助」

にとどまらず、地域においても生活全般にわたり市民が市民を支える「互助」を充実し、

支援体制を整備していく必要があります。 

そのためには、市民の意識啓発はもとより、地域交流活動やボランティア活動等の促

進のほか、行政が市民や社会福祉協議会、ボランティア団体、町内会、民生委員・児童

委員等の社会資源と重層的かつ有機的に連携し、協働して支援する体制、さらには、地

域づくりを担う人材の発掘と育成といった地域力強化の取組等、地域福祉ネットワーク

の形成が必要です。 

高齢者となった団塊の世代をはじめとするアクティブシニアの幅広い知識と経験が、

地域福祉の向上にとって大きな力となりうることから、社会活動への積極的参画を促す

ことが必要です。 

地域福祉ネットワークと地域包括ケアがお互いに連絡調整することにより、社会全体で

高齢者を支えていく仕組みづくりを進めていきます。 

 

 

１ 市民の意識啓発 

高齢社会の問題を市民一人ひとりの問題として捉えられるよう、市民の意識啓発を図

り、町内会、子ども会、老人クラブなどの連携を深め、交流促進に努めています。 

 

２ ボランティア活動の促進 

各種ボランティア養成事業を通じて市民のボランティア活動に対する意識啓発及びボ

ランティアの養成、ボランティア団体の育成・支援と、並びに各関係団体との連携を図

っています。 
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項 目 平成 27年度 平成 28年度 

ボランティア 

登録者数 
52 人 55 人 

ボランティア 

登録団体数 

123 団体 

（3,946 人） 

139 団体 

（3,761 人） 

ボランティアモデル指定校 13 校 12 校 

ボランティア養成講座 1種 4 講座 3日間  1種 4講座 4日間  

シニアボランティア養成講座 
ボランティア養成講座

と合同開催 
なし 

災害ボランティア養成講座 ― 2講座 1日間 

 

 

３ 地域福祉の推進 

(1) 地域福祉ネットワークの促進 

地域の民生委員・児童委員、老人クラブ、町内会の福祉関係者の連携を図ります。

更に、地域福祉向上に関わるボランティア団体の育成や支援のほか、団塊の世代等の

幅広い知識と経験を活用し、地域福祉活動の充実、促進に努めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

いきいき交流会開催数 26回 25 回 

福祉部設置町内会数 352 町内会 373町内会 

 

(2) 高齢者虐待防止対策の推進 

虐待の早期発見と迅速な対応と支援に結びつけるため、地域包括支援センターや高

齢者虐待防止ネットワークの機能を活用して高齢者虐待防止対策を推進しています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

高齢者虐待通報件数 31 件 42 件 

 上記のうち虐待と判

断された件数 
18 件 19 件 

 

(3) 帯広市きづきネットワークの体制強化 

民間事業所、医療機関、団体、関係機関、そして市関係部課との連携を図りながら、

高齢者や障害者などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域の見

守り体制強化に取り組んでいます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

通報・相談件数 190件 271 件 

 

(4) 悪質な訪問・電話勧誘販売等の防止対策の推進 

消費生活アドバイスセンター等関係機関と連携し、高齢者に対する悪質な訪問販売

や電話勧誘販売、振り込め詐欺等の防止対策を推進します。 
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４ 成年後見制度等の充実 

成年後見制度や日常生活自立支援事業の積極的な活用を図るとともに、地域の中で

認知症などにより判断能力が低下した高齢者の財産・金銭管理や身上監護のため、成

年後見支援センター「みまもーる」での取組を一層発展させ、相談体制の強化を図る

とともに、必要な知識を積んだ市民後見人を養成するなど権利擁護体制の充実に努め

ています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

市民後見人養成研修 

修了者数 
20人 21 人 

 

 

５ 防災・防犯体制等の整備 

(1) 災害時において、自力で避難することが困難な高齢者や障害者などに、防災意識の普

及・啓発に努めるとともに、「災害時要援護者」として登録していただき、登録者一人ひ

とりの安否確認や避難誘導方法などを地域と協力・連携し個別計画としてまとめ、安心

して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

(2) 関係機関や老人クラブ等と連携して、各種研修会や講習会を実施し、高齢者の交通事

故防止及び市民ぐるみの交通安全思想の普及に努めます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

交通安全教室実施回数 44回 31回 

参加人数 1,515 人 1,550 人 

 

(3) 高齢者や障害者が安全に通行できる道路の整備に努めます。 
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第７節 認知症施策の推進 

【現状と課題】 

本市では、要介護認定者の約 6 割が認知症高齢者であり、高齢者の増加に伴い今後も

認知症高齢者の増加が予測されています。国は「認知症施策推進 5 か年計画（オレンジ

プラン）」を策定し、平成 25 年度からその取組がスタートしており、その着実な推進が

求められています。 

本市においては、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指し、地域包括ケアシステ

ムの構築を図るためにも、認知症にやさしいまちづくりの取組を進めます。 

今後は、「認知症地域支援推進員」や早期の段階からの適切な対応で支援を行う「認知

症初期集中支援チーム」を設置することで、認知症施策を推進する人材の確保をしてい

きます。 

また、軽度認知障害を早期発見する体制整備や「認知症ケアパス」の作成、「徘徊高齢

者等ＳＯＳネットワーク」の充実など認知症の方と家族の支援体制を強化していきます。 

 

【具体的施策】 

１ 正しい知識の普及・啓発 

認知症の方の地域生活を支援するため「認知症サポーター養成講座」などを充実し、

認知症に関する正しい知識を広く普及・啓発しています。また、若年性認知症ハンドブ

ックなどの活用を通じて、若年性認知症についての周知啓発に取り組んでいます。さら

に、認知症の方の生活機能障害の進行にあわせて受けられる、適切な医療・介護サービ

スの情報（認知症ケアパス）の普及に努めています。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

認知症サポーター

養成講座 

開催回数 79回 71 回 

参加延人数 2,056 人 2,114 人 

出前講座・講演会 
開催回数 7回 8回 

参加延人数 800 人 558 人 

 

２ 予防対策の推進 

軽度認知障害のスクリーニングの実施等、早期発見するための体制を整備し、認知症

予防教室等認知症発症予防の取組を進めます。 

 

３ 地域の見守り体制の構築 

関係機関と連携し、保健、医療、福祉サービスの調整を図り、地域包括支援センター、

民生委員・児童委員、老人クラブ、町内会、認知症サポーター養成講座修了者等と見守

り体制を充実し、認知症の方の早期発見、早期対応に努めます。また、警察、保健所、

介護サービス事業所や民間事業者等による「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク」の充実

により、徘徊高齢者等の早期発見・再発予防を図ります。さらに、認知症の方への声か
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けや対応方法などを体験して学ぶ徘徊模擬訓練を通じて、地域での見守り体制を強化し

ます。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

徘徊高齢者等 SOS ネット

ワーク通報件数 
21 人 10 人 

 

 

４ 相談・支援体制の充実 

認知症施策を地域で推進するため、認知症地域支援推進員の確保や、地域包括支援セ

ンターによる総合相談や権利擁護事業に取り組みます。また、認知症の方やその家族の

つどいの場である茶話会等の充実や認知症サポーターの活用など、支援体制の充実を図

ります。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

認知症・家族の

集い茶話会 

実施回数 12回 18回 

参加延人数 151 人 154 人 

認知症カフェ 設置数 ― 8か所 

 

 

５ 医療と介護の連携強化 

認知症地域支援推進員による医療機関、介護サービス事業所等をつなぐ連携支援や「認

知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症疾患医療センター等との連携により、初期

の支援を包括的・集中的に行うほか、認知症ケアに携わる多職種の研修等により、医療

と介護の連携強化を図ります。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 

認知症初期集中支援 

対象者数 
― 10 人 
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第８節 介護保険事業の実施状況 

介護保険制度の適正かつ円滑な運用を図りながら、要介護者等に対し適切な介護サー

ビスの提供に努めています。 

 

１ 被保険者数 

総人口について、第六期計画と実績を対比すると、各年度実績が計画を上回っていま

す。第 1号被保険者については、各年度計画を下回っています。 

一方、高齢者人口及び 40 歳から 64 歳までの第 2 号被保険者数は各年度計画を上回っ

ています。 

 

 

  

被保険者数
（単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（9月末）

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減

第2号被保険者（40歳～64歳） 57,956 57,988 32 57,463 57,633 170 56,999 △56,999

65歳～74歳 (A) 22,847 22,810 △37 23,246 23,238 △8 23,523 △23,523

（総人口比率） 13.6% 13.5% △0.1% 13.8% 13.8% 0.0% 14.0% #DIV/0! #DIV/0!

75歳以上 (B) 21,499 21,359 △140 22,261 22,178 △83 22,942 △22,942

（総人口比率） 12.8% 12.7% △0.1% 13.3% 13.2% △0.1% 13.7% #DIV/0! #DIV/0!

第1号被保険者 (A)＋(B) 44,346 44,169 △177 45,507 45,416 △91 46,465 0 △46,465

（総人口比率） 26.3% 26.2% △0.1% 27.1% 27.0% △0.1% 27.7% #DIV/0! #DIV/0!

※実績値は、年度の平均値である。

※第2号被保険者数は、40歳から64歳までの人口と同数とした。

（参考）高齢者人口等 （単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（9月末）

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減

総人口 168,412 168,423 11 167,988 168,121 133 167,493 △167,493

高齢者人口 44,166 44,217 51 45,327 45,465 138 46,285 △46,285

高齢化率 26.2% 26.3% 0.1% 27.0% 27.0% 0.0% 27.6% #DIV/0! #DIV/0!

※実績値は、年度の平均値である。

区　　分

区　　分
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２ 要介護認定者数 

要介護認定者数について、第六期計画と実績を対比すると、各年度実績が計画を下回

っています。 

介護度別に見ると、要介護度が一番軽度である要支援 1 の認定者数合計は計画より大

きく増加傾向にあるが、その他の認定者については計画に対して減少しています。 

 

 

  

要介護認定者数
（単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（9月末）

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減

要介護認定者数 8,904 8,874 △30 9,340 9,187 △153 9,751 0 ######

要支援1 1,235 1,401 166 1,264 1,448 184 1,286 ######

要支援2 1,490 1,423 △67 1,611 1,468 △143 1,732 ######

要介護1 2,180 2,147 △33 2,316 2,238 △78 2,448 ######

要介護2 1,384 1,362 △22 1,438 1,384 △54 1,486 ######

要介護3 960 919 △41 1,024 977 △47 1,085 ######

要介護4 853 838 △15 878 890 12 901 △901

要介護5 802 784 △18 809 782 △27 813 △813

※実績値は、年度の平均値である。

区　　分
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年齢群ごとの要介護認定者数は下表のとおりとなっています。75 歳以上の高齢者は、

要介護認定者数、要介護認定率とも実績が計画を下回っています。 

 

  

年齢群別要介護認定者数
（単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（9月末）

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減

高齢者計 8,718 8,674 △44 9,156 8,996 △160 9,569 0 ######

（対前年度比） - - - 105.0% 103.7% - 104.5% 0.0% -

65歳～74歳 1,286 1,257 △29 1,309 1,253 △56 1,324 ######

（対前年度比） - - - 101.8% 99.7% - 101.1% 0.0% -

75歳以上 7,432 7,417 △15 7,847 7,743 △104 8,245 ######

（対前年度比） - - - 105.6% 104.4% - 105.1% 0.0% -

40歳～64歳 186 200 14 184 191 7 182 △182

（対前年度比） - - - 98.9% 95.5% - 98.9% 0.0% -

要介護認定者計 8,904 8,874 △30 9,340 9,187 △153 9,751 0 ######

（対前年度比） - - - 104.9% 103.5% - 104.4% 0.0% -

※実績値は、年度の平均値である。

年齢群別要介護認定率
（単位：％）

平成27年度 平成28年度 平成29年度（9月末）

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減

高齢者計 19.7 19.6 △0.1 20.1 19.8 △0.3 20.6 ###### ######

（対前年度比） - - - 0.4 0.2 - 0.5 ###### -

65歳～74歳 5.6 5.5 △0.1 5.6 5.4 △0.2 5.6 ###### ######

（対前年度比） - - - 0.0 △0.1 - 0.0 ###### -

75歳以上 34.6 34.7 0.1 35.2 34.9 △0.3 35.9 ###### ######

（対前年度比） - - - 0.6 0.2 - 0.7 ###### -

40歳～64歳 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 ###### ######

（対前年度比） - - - 0.0 0.0 - 0.0 ###### -

※実績値は、年度の平均値である。

区　　分

区　　分
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３ 介護サービス利用 

(1) 介護サービス利用者 

介護サービス利用者について第六期計画と実績を対比すると下表のとおりです。 

要介護認定者数が計画を下回っていることから、居宅サービス、施設・居住系サー

ビスともに、実績が計画を下回っています。 

また、訪問介護等の居宅サービスを利用するためにケアプランを作成した標準的居

宅サービス等利用者数については、平成 28 年度に大きく計画を上回っていますが、こ

れは、介護予防・日常生活支援総合事業の開始年度が平成 29 年度になったことから、

総合事業への移行予定利用者が継続してケアプラン作成が必要になったものです。 

 

  

介護サービス利用者数
（単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

介護サービス利用者数 6,961 6,727 △234 6,161 6,953 792 6,428 6,836

標準的居宅サービス等利用者数 4,640 4,546 △94 3,853 4,734 881 4,010 4,491

施設・居住系サービス利用者数 2,321 2,181 △140 2,308 2,219 △89 2,418 2,345

施設系サービス利用者数 1,306 1,254 △52 1,293 1,274 △19 1,385 1,354

地域密着型介護老人福祉施設 242 233 △9 242 244 2 300 300

介護老人福祉施設 528 507 △21 529 503 △26 529 501

介護老人保健施設 488 475 △13 488 490 2 523 518

介護療養型医療施設 48 39 △9 34 37 3 33 35

居住系サービス利用者数 1,015 927 △88 1,015 945 △70 1,033 991

認知症対応型共同生活介護 514 507 △7 514 505 △9 532 532

特定施設入居者生活介護 501 420 △81 501 440 △61 501 459

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 0

66.7% 67.6% 0.9% 62.5% 68.1% 5.6% 62.4% 65.7%

33.3% 32.4% △0.9% 37.5% 31.9% △5.6% 37.6% 34.3%

※実績値は、年度の平均値である。

区　　分

標準的居宅サービス等利用者の割合

施設・居住系サービス利用者の割合
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 (2) 介護サービス別利用量（要介護 1～5） 

介護サービスの利用量について、第六期計画と実績を対比すると下表のとおりです。 

介護給付（要介護 1～5）の利用量について、訪問系サービスについては、要介護認

定者数が計画を下回っていることから減少したと考えられます。しかしながら、通所

介護については、サービス事業所が増えたことから、利用が増えています。 

なお、看護小規模多機能型居宅介護については、既存の小規模多機能型居宅介護か

らの移行及び新規開設により実績が生じているものです。 

  

 

介護サービス別利用量（要介護1～5）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

居宅サービス

訪問系サービス

訪問介護 （回/年） 330,524 322,556 △7,968 358,810 347,191 △11,619 382,695 376,561

訪問入浴介護 （回/年） 3,930 3,353 △577 4,229 3,143 △1,086 4,392 3,310

訪問看護 （回/年） 29,411 27,291 △2,120 33,110 29,894 △3,216 34,511 31,921

訪問リハビリテーション （回/年） 22,570 20,377 △2,193 25,392 21,720 △3,672 26,491 21,526

通所系サービス

通所介護 （回/年） 147,917 154,330 6,413 116,737 123,798 7,061 122,963 126,562

通所リハビリテーション （回/年） 48,323 47,269 △1,054 54,419 48,717 △5,702 56,726 52,920

短期入所系サービス

短期入所生活介護 （日/年） 30,166 28,232 △1,934 29,762 29,677 △85 30,972 29,318

短期入所療養介護 （日/年） 6,432 6,411 △21 6,432 6,459 27 7,180 7,180

居宅療養管理指導 （人/年） 4,004 5,443 1,439 4,311 6,158 1,847 4,473 6,142

特定施設入居者生活介護 （人/月） 441 367 △74 441 390 △51 441 409

福祉用具貸与 （人/年） 18,815 19,154 339 20,249 20,373 124 21,022 21,475

特定福祉用具販売 （人/年） 419 410 △9 449 413 △36 467 467

住宅改修 （人/年） 439 411 △28 483 396 △87 512 512

居宅介護支援 （人/月） 2,939 2,855 △84 3,163 2,982 △181 3,284 3,190

地域密着型サービス

（人/年） 567 614 47 609 680 71 633 736

認知症対応型通所介護 （回/年） 1,968 1,951 △17 2,121 2,209 88 2,193 2,110

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 2,736 2,527 △209 2,736 2,642 △94 3,192 2,592

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 508 499 △9 508 499 △9 526 526

（人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 242 233 △9 242 244 2 300 300

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 93 皆増 - 540

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 45,508 44,831 △677 47,934 47,934

施設サービス

介護老人福祉施設 （人/月） 528 507 △21 529 503 △26 529 501

介護老人保健施設 （人/月） 488 475 △13 488 490 2 523 518

介護療養型医療施設 （人/月） 48 39 △9 34 37 3 33 35

（単位）

地域密着型特定施設入居者生活介護

サービス種類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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(3) 介護予防サービス別利用量（要支援 1・2） 

予防給付（要支援 1・2）の利用量については、主に訪問リハビリテーションと福祉

用具貸与の利用が大きく増加しましたが、その他は概ね計画どおりとなっています。 

また、平成 28 年度の訪問介護、通所介護、居宅介護支援の実績が大きく計画を上回

っていますが、これらは、介護予防・日常生活支援総合事業の開始年度が平成 29 年度

に変更されたことによるものです。 

  

  

介護サービス別利用量（要支援1・2）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

居宅サービス

訪問系サービス

訪問介護 （人/年） 8,616 8,112 △504 4,552 8,169 3,617 - 4,170

訪問入浴介護 （回/年） 0 9 9 0 0 0 0 0

訪問看護 （回/年） 2,413 2,613 200 2,540 2,779 239 2,671 2,951

訪問リハビリテーション （回/年） 1,119 2,576 1,457 1,203 3,419 2,216 1,228 3,497

通所系サービス

通所介護 （人/年） 11,316 11,445 129 6,019 11,965 5,946 - 5,975

通所リハビリテーション （人/年） 1,538 1,529 △9 1,625 1,536 △89 1,708 1,589

短期入所系サービス

短期入所生活介護 （日/年） 1,195 598 △597 1,195 770 △425 1,195 780

短期入所療養介護 （日/年） 52 74 22 52 95 43 52 52

居宅療養管理指導 （人/年） 286 405 119 302 354 52 317 378

特定施設入居者生活介護 （人/月） 60 53 △7 60 50 △10 60 50

福祉用具貸与 （人/年） 5,395 6,106 711 5,700 6,872 1,172 5,996 7,157

特定福祉用具販売 （人/年） 193 216 23 203 190 △13 213 213

住宅改修 （人/年） 285 258 △27 300 237 △63 315 315

居宅介護支援 （人/月） 1,701 1,691 △10 690 1,752 1,062 726 1,301

地域密着型サービス

認知症対応型通所介護 （回/年） 0 0 0 0 0 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 360 305 △55 360 451 91 420 480

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 6 8 2 6 6 0 6 6

サービス種類 （単位）
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 (4) 地域密着型サービス利用量の見込みと定員数 

地域密着型サービスにおける日常生活圏域ごとの利用状況について見ると、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護については、年々利用が増加しています。認知症対応型

生活介護については、ほぼ計画どおりとなっています。小規模多機能型居宅介護では、

川北、西、西帯広・開西、南の 4 圏域で、第五期中に開設した施設の利用が年々増加

しており、平成 28 年度に看護小規模多機能型居宅介護に移行した 1 施設も含めると、

計画を上回っている状況です。 

 

 

圏域別サービス利用量及び定員数

日常生活 平成27年度 平成28年度 平成29年度

圏域名 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

1 東 利用量

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 0 14 14 0 17 17 0 18

認知症対応型通所介護 （回/年） 169 184 15 182 147 △35 188 140

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 340 212 △128 340 242 △98 351 229

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 62 60 △2 62 57 △5 62 60

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 23 21 △2 23 23 0 23 23

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 0 0 - 0

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 5,921 7,025 1,104 6,237 7,511

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 90 90 0 90 90 0 90 90

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 29 29 0 29 29 0 29 29

2 川北 利用量

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 57 65 8 62 74 12 64 80

認知症対応型通所介護 （回/年） 611 10 △601 659 0 △659 681 0

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 548 314 △234 548 384 △164 773 363

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 64 61 △3 64 61 △3 64 64

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 19 30 11 19 31 12 48 59

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 4 4 - 207

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 5,990 7,284 1,294 6,309 7,788

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 72 72 0 72 72 0 72 72

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 29 29 0 58 58 0 58 58

3 鉄南 利用量

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 78 106 28 83 121 38 87 131

認知症対応型通所介護 （回/年） 2 60 58 2 80 78 2 76

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 253 321 68 253 371 118 261 351

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 92 76 △16 92 75 △17 92 79

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 37 38 1 37 37 0 37 37

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 0 0 - 0

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 5,769 6,364 595 6,076 6,804

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 71 71 0 71 71 0 71 71

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 39 39 0 39 39 0 68 68

（単位）サービス名



- 34 - 

 

日常生活 平成27年度 平成28年度 平成29年度

圏域名 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

4 西 利用量

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 332 268 △64 357 270 △87 371 292

認知症対応型通所介護 （回/年） 460 807 347 496 944 448 513 902

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 303 345 42 303 289 △14 313 273

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 57 54 △3 57 59 2 75 62

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 48 25 △23 48 29 △19 48 29

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 8 8 - 30

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 7,292 5,811 △1,481 7,681 6,213

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 63 63 0 81 81 0 81 81

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 29 29 0 29 29 0 29 29

5 広陽 利用量

・若葉 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 53 67 14 57 92 35 59 100

認知症対応型通所介護 （回/年） 499 476 △23 538 633 95 557 605

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 436 509 73 436 572 136 451 542

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 51 69 18 51 73 22 51 77

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 35 40 5 35 41 6 35 41

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 35 35 - 131

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 9,214 8,393 △821 9,705 8,974

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 54 54 0 54 54 0 72 72

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 29 29 0 29 29 0 58 29

6 西帯広 利用量

・開西 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 25 59 34 27 60 33 28 65

認知症対応型通所介護 （回/年） 138 33 △105 148 0 △148 153 0

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 571 481 △90 571 452 △119 590 427

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 42 43 1 42 36 △6 42 38

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 29 32 3 29 35 6 29 35

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 41 41 - 153

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 4,956 4,136 △820 5,220 4,422

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 45 45 0 45 45 0 63 63

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 58 58 0 58 58 0 58 58

7 南 利用量

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 22 23 1 23 35 12 24 38

認知症対応型通所介護 （回/年） 89 381 292 96 405 309 99 387

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 582 554 △28 582 683 101 808 877

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 116 112 △4 116 111 △5 116 117

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 47 36 △11 47 35 △12 76 63

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 5 5 - 19

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 5,847 5,551 △296 6,159 5,935

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 108 108 0 108 108 0 108 108

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 29 29 0 58 58 0 58 58

サービス名 （単位）
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４ 地域支援事業の費用の額及び量 

高齢者が可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう介護予防

事業や総合相談支援等の包括的支援事業を推進しています。 

 

 

  

日常生活 平成27年度 平成28年度 平成29年度

圏域名 計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

8 川西 利用量

・大正 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 0 12 12 0 11 11 0 12

認知症対応型通所介護 （回/年） 0 0 0 0 0 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 63 96 33 63 100 37 65 10

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 30 32 2 30 33 3 30 35

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 4 11 7 4 13 9 4 13

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 0 0 - 0

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 519 267 △252 547 287

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 27 27 0 27 27 0 27 27

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 利用量

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 567 614 47 609 680 71 633 736

認知症対応型通所介護 （回/年） 1,968 1,951 △17 2,121 2,209 88 2,193 2,110

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 3,096 2,832 △264 3,096 3,093 △3 3,612 3,072

認知症対応型共同生活介護 （人/月） 514 507 △7 514 505 △9 532 532

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人/月） 242 233 △9 242 244 2 300 300

看護小規模多機能型居宅介護 （人/年） - - - - 93 93 - 540

地域密着型通所介護 （回/年） - - - 45,508 44,831 △677 47,934 47,934

定員（年度末)

認知症対応型共同生活介護 （人） 530 530 0 548 548 0 584 584

地域密着型特定施設 （人） 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 （人） 242 242 0 300 300 0 358 329

サービス名 （単位）

地域支援事業の費用額及び量
（単位：千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

地域支援事業の費用額 308,149 295,734 △12,415 685,764 281,318 △404,446 983,724 609,963

67,705 57,743 △9,962 389,335 37,896 △351,439 684,074 323,123

包括的支援事業の費用額 162,646 162,146 △500 215,847 170,035 △45,812 216,138 208,506

地域包括支援センター設置数
（サテライト含む）

6か所 6か所 0か所 7か所 7か所 0か所 8か所 8か所

任意事業の費用額 77,798 75,845 △1,953 80,582 73,387 △7,195 83,512 78,334

区　　　　分

介護予防・日常生活支援総合事業の費用額

（単位：千円） 
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５ 介護保険事業費用 

介護保険事業にかかる費用及び収入について、第六期計画と実績を対比したものが下

表です。 

保険給付費は、計画に対して平成 27年度で 422,185 千円の減、平成 28 年度で 36,587

千円の増となっています。地域支援事業費は、計画に対して平成 27 年度で 12,415 千円、

平成 28年度で 404,446 千円の減となっています。 

収入全体では、平成 27年度で 131,028 千円、平成 28年度 45,185 千円の減となってい

ます。これは、保険給付費や地域支援事業費の支出の減少に伴い、国、道、支払基金の

負担金等や一般会計からの繰入金が減少したことによるものです。 

 

  

（単位：千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 実績 増△減 計画 実績 増△減 計画 見込

介護保険費用(A) 12,587,730 12,153,130 △434,600 12,914,658 12,546,799 △367,859 13,640,439 13,596,083

保険給付費 12,279,581 11,857,396 △422,185 12,228,894 12,265,481 36,587 12,656,715 12,986,120

居宅介護（介護予防）サービス費 7,578,983 7,233,388 △345,595 7,600,680 7,617,654 16,974 7,841,054 8,118,460

施設介護サービス費 3,254,343 3,186,793 △67,550 3,188,732 3,183,515 △5,217 3,290,927 3,309,055

居宅介護（介護予防）サービス計画費 565,915 578,315 12,400 549,168 606,328 57,160 570,629 620,787

審査支払手数料 13,168 13,042 △126 13,632 11,837 △1,795 14,136 13,067

高額介護（予防）サービス費 297,447 298,515 1,068 319,181 335,621 16,440 342,499 375,281

特定入所者介護（介護予防）サービス費 569,725 547,343 △22,382 557,501 510,526 △46,975 597,470 549,470

地域支援事業費 308,149 295,734 △12,415 685,764 281,318 △404,446 983,724 609,963

介護保険収入(B) 12,587,730 12,456,702 △131,028 12,914,658 12,869,473 △45,185 13,640,439 13,596,083

保険給付費 12,279,581 12,160,968 △118,613 12,228,894 12,585,402 356,508 12,656,715 12,986,120

第１号被保険者保険料 2,628,548 2,596,597 △31,951 2,616,011 2,686,168 70,157 2,608,780 2,642,149

介護給付費負担金（国） 2,224,834 2,178,000 △46,834 2,218,702 2,254,394 35,692 2,298,717 2,368,460

調整交付金（国） 613,978 729,625 115,647 611,445 761,991 150,546 632,836 649,306

介護給付費交付金（支払基金） 3,438,282 3,345,285 △92,997 3,424,089 3,466,364 42,275 3,543,879 3,636,112

介護給付費負担金（道） 1,766,028 1,719,379 △46,649 1,755,688 1,769,065 13,377 1,814,714 1,852,027

一般会計繰入金（市） 1,534,947 1,518,974 △15,973 1,528,611 1,570,059 41,448 1,582,089 1,662,366

その他（返納金等） 4 148 144 4 3,017 3,013 4 4

介護給付費準備基金繰入金 72,960 72,960 0 74,344 74,344 0 175,696 175,696

地域支援事業費 308,149 295,734 △12,415 685,764 284,071 △401,693 983,724 609,963

第１号被保険者保険料 67,781 63,959 △3,822 150,857 69,545 △81,312 216,407 130,975

地域支援事業交付金（国） 110,679 96,535 △14,144 193,454 100,819 △92,635 253,657 170,790

調整交付金（国） 0 0 0 19,467 0 △19,467 34,204 16,156

地域支援事業支援交付金（支払基金） 18,958 16,829 △2,129 109,013 10,219 △98,794 191,541 90,475

地域支援事業交付金（道） 55,339 53,172 △2,167 106,460 50,410 △56,050 143,931 93,473

一般会計繰入金（市） 55,339 60,330 4,991 106,460 49,362 △57,098 143,931 108,024

その他（返納金等） 53 4,909 4,856 53 3,716 3,663 53 70

収入－費用(B-A) 0 303,572 0 322,674 0

うち翌年度精算等分 0 66,958 0 73,785 0

基金積立金 0 236,614 0 248,889 0

区　　　　分

（単位：千円） 
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６ 介護保険制度の円滑な実施施策 

(1) 市民参加の事業運営体制 

介護保険事業の運営については、市の附属機関である帯広市健康生活支援審議会に

専門部会として高齢者支援部会を設置し、市民の意見を反映する体制を構築していま

す。 

また、地域包括支援センターの公平性・中立性の確保や地域密着型サービスの適正

かつ円滑な運営を推進するため、被保険者や有識者などで構成する地域包括支援セン

ター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会を設置しています。 

 

(2) 市民及び事業者への情報提供 

介護保険制度の概要や仕組み、利用方法等については、下記のとおり情報提供をし

ているほか、高齢者相談員や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等による各

種相談を通じ、理解・周知に努めています。 

① 市広報紙      年 2回 介護保険制度の概要・介護保険軽減制度の内容 

② ふれあい市政講座  平成 27年度 2回 44人  平成 28 年度 15回 443 人 

③ パンフレット配付  各コミュニティセンター等窓口で配付 

 

(3) 要介護認定等の体制 

要介護認定のための審査判定を行うため、保健・福祉・医療・介護の有識者による

介護認定審査会を設置しています。 

① 審査会名       帯広市介護認定審査会 

② 定数         50名 

③ 合議体数及び定数   10合議体（１合議体の定数 5名） 

④ 構成団体及び選出人数  帯広市医師会 10 名・十勝歯科医師会 10 名・北海道看護協

会十勝支部 4 名・北海道理学療法士会十勝支部 4 名・北海

道作業療法士会十勝支部 2 名・日本介護福祉士会北海道支

部十勝地区 6 名・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

2 名・地域包括支援センター及び在宅介護支援センター2

名・帯広市介護支援専門員連絡協議会 5 名・北海道薬剤師

会十勝支部 3 名・北海道社会福祉士会十勝地区支部 2名 

⑤ 審査会開催回数    平成 27年度 223 回  平成 28年度 230 回 

⑥ 適正な審査判定に対する取組 

              全体会議の開催  年 1回 

              幹事会 各合議体の委員長及び構成団体の代表者 年 2回 
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 (4) 介護保険制度の低所得者等への施策 

① 低所得者への保険料の軽減 

65歳以上の第 1号被保険者の介護保険料について、本市では、一定基準以下の所

得である被保険者の負担を緩和するため、介護保険料の軽減制度を設けています。 

 

 

② 低所得者への利用料の軽減 

生活困難と認められる方が必要な介護保険サービスを利用できるように、利用者

負担の軽減制度を設けています。 

平成 27年 4月より、介護予防・日常生活支援総合事業を開始している自治体があ

ることから、第一号訪問事業及び第一号通所事業を、平成 28 年 4月より地域密着型

通所介護を軽減の対象としています。また、在宅サービス重視の観点から、居宅サ

ービス全てを軽減の対象としています。 

 

  

（単位：人、円）

年度 軽減者数 軽減額

平成27年度 356 5,412,660

平成28年度 353 5,407,490

平成29年度
（9月末）

（単位：件、円）

軽減者数 軽減額 軽減者数 軽減額

平成27年度 1,130 43,979,937 757 19,932,682

平成28年度 1,129 42,444,428 805 20,508,993

平成29年度
（9月末）

- -

対象サービス

※社会福祉法人が行う介護の軽減分は、年度末に確定する見込みである。
※各対象サービスには介護予防も含む

年度

社会福祉法人が行う介護
サービス

社会福祉法人以外の法
人が行う介護サービス

訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅
介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、夜
間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着
型通所介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問
介護に相当する事業及び基準を緩和した事業、第
一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する
事業及び基準を緩和した事業
※社会福祉法人のみ対象のサービス
介護老人福祉施設（地域密着型含む）
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③ 住宅改修及び特定福祉用具販売の一時的利用者負担軽減 

住宅改修及び特定福祉用具販売については、本来、利用者が先に費用の全額を支

払い、後で 9 割分の給付を受ける償還払いとなっています。しかし、この償還払い

は利用者が一時的に大きな負担を伴うことから、本市ではその軽減を図るため、利

用者が最初から費用の 1 割の支払いで済む受領委任払い方式も実施しており、受領

委任払いが可能な登録事業者の拡大を図っています。 

 

 

 (5) 介護サービスの質の向上 

介護サービスを必要とする要介護認定者等が「尊厳の保持」・「自立への支援」を基

本に、自分らしい生活を継続していくためには、介護サービス事業者からの良質な介

護サービスの提供が不可欠です。このため、介護サービスの質の向上にむけた取組を

推進しています。 

① ケアマネジメント活動などへの支援 

ケアマネジメント等に必要な専門的知識を習得するための研修会を実施するほか、

介護保険事業の運営に関する情報等の共有化を図るためケアマネジャーとの情報交

換会を開催するなど、ケアマネジメント活動などへの支援に努めています。 

② 介護サービス事業者に関する情報の利用者等への提供 

介護保険課の窓口で認知症対応型共同生活介護事業所等の自己評価や外部評価の

結果の閲覧を可能とするほか、利用者が適切な介護サービス事業者を選ぶことがで

きるようにするため、介護保険法に基づく「介護サービス情報の公表制度」の周知

に努めています。 

③ 地域密着型サービス事業者への指導 

地域密着型サービス事業者への実地指導等を計画的に実施することにより、適正

な事業所運営を促し介護サービスの質の向上の促進を図っています。 

④ ケアマネジメントの適正化 

地域包括支援センターが居宅介護支援事業所のケアマネジャーへの日常的な個別

指導・相談や、支援困難事例等への指導・助言等を行うことにより、ケアマネジメ

ントの適正化に努めています。 

  

（単位：件、か所）

住宅改修 特定福祉用具販売

受領
委任払

償還払
件数
合計

登録事
業所数

受領
委任払

償還払
件数
合計

登録事
業所数

平成27年度 656 29 685 246 626 10 636 28

平成28年度 611 31 642 264 595 15 610 30

平成29年度
（9月末）

0 0

年度
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(6) 介護人材の確保及び育成 

介護サービスを必要とする要介護認定者等が安定して質の高いサービスを継続して

受けられるよう、介護人材の育成、雇用の確保を促進しています。 

① 介護人材の育成 

介護人材の育成に向けた専門学校などへの働きかけや、現在就業していない介護

職を掘り起こすための取組などの就労支援に努めます。また、小中学生を対象とし

た介護体験や施設見学を実施するなど、介護に関する理解を深める取組を行うこと

で、将来の介護サービスを担う人材の発掘に努めています。 

② 介護サービス事業者における人材確保の支援 

長く継続して働きやすい職場環境となるよう、介護職員の負担軽減に関する取組

や雇用確保の支援に努めます。また、介護事業者による介護職員の処遇改善の取組

を促進しています。 

 

(7) 介護給付費の適正化 

介護給付費の適正化の推進は、介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な制度運営

につながることから積極的な取組が必要です。 

このため、北海道国民健康保険団体連合会（国保連）が提供する給付情報等を活用

し、介護給付の効率化や適正化に努めています。 

① 要介護認定の適正化 

要介護認定の基礎となる認定調査及び主治医意見書の内容を点検することにより、

適切かつ公平な要介護認定の確保を図っています。 

② ケアプランの点検 

居宅支援事業所等が作成するケアプランをチェックすることにより、利用者の自

立支援につながる適切なケアプランの作成を促し、給付の適正化につなげています。 

③ 住宅改修等の点検 

申請書類の点検や、実地調査を行うことにより、不適切又は不要な住宅改修や福

祉用具の購入・貸与を防止し、利用者の身体の状態に応じて必要な利用を進めてい

ます。 

④ 医療情報との突合及び縦覧点検 

国保連から提供される情報を活用し、医療と介護の給付実績の突合や介護給付費

明細書の内容を確認することにより、不適切な介護報酬請求の是正に努めています。 

⑤ 介護給付費通知の送付 

介護サービスの利用者に対して、介護給付に関する情報を定期的に提供して、介

護サービス提供事業者からの架空請求や過剰請求などの防止を図っています。 

 


